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１ 条例制定の必要性
メガソーラーを中心とする再生可能エネルギーは、近年、無秩序な設置と開発により自然環境の破壊や土砂災害リスクの増大などを理由に設置地域の住民と事業者との深刻なトラブルが生じるなど、再生可能エネルギー発電設備の設置には、安全で適正な事業であることが確保されている必要性が高まっています。
一方では、ゼロカーボン施策の推進において再生可能エネルギーは、有効的な事業であり、技術であるとされています。
以上のことから再生可能エネルギー発電設備の設置には、地域住民に十分配慮し、かつその有効利用を図るための条例が必要となります。

２ 新冠町条例案の概要（特徴）
(1)基本理念（第２条）
再生可能エネルギー発電事業は、自然環境、景観、生活環境に配慮しつつ、町、事業者、町民等の連携の下に、地域の活力の向上と持続的発展を図ることを理念としています。

(2)適用する再生可能エネルギー発電設備（第４条）
１０キロワット以上の再生可能エネルギー発電設備とする。
※10kW以上を対象とした理由は、一般住宅等に設置される小規模設備と、売電等を目的とした事業用設備を区分する実務上の基準として広く用いられているためです。また10kW以上になると土地利用を伴う事業も増加し、景観、生活環境、防災面への影響が生じる可能性があることから、本条例の対象としたものです。

(3)設置に当たり地域説明会の実施を義務化（第８条）
事業者は、事業内容等について地域住民等に対し説明会を開催しなければならず、また説明会の実施状況について報告書を町長に提出しなければならない。
町長は、提出された報告書を基に事業者に対し事業計画の見直しを求めることができる。

(4)協定の締結について（第10条）
町長は、必要があると認めるときは、運用並びに災害時及び事業廃止後の措置について協定の締結を求めることができる。
